
医療機関における診断のための検査ガイドライン（案）  

1．目的  

新型インフルエンザの感染診断を適正に行うためには、患者から適切な検体   

を適切な時期に採取し、検査機関へ輸送するまで適切な方法で保管しなければ   

ならない。また、医療従事者への感染を防ぐための防護策や院内感染を防ぐた   

めの準備と体制構築が大切であり、それらを適切に行うための指針を提示する   

ことを目的とする。なお、本指針はパンデミックフェーズ4に直前又は直後を   

念頭に置いており、検体の数が増加し、検査機関の対応能力を超える事態に至   

った時は、本指針は適用されない。また本指針はインフルエンザ（H5Nl）  

に適応しても差し支えない。  

（案）   

医療機関における診断のための検査ガイドライン  

2．検体採取にあたる事前準備  

ウイルス輸送培地（〉TM）の準備  

・地方衛生研究所は、保健所や医療機関の地理的条件や連絡体制を考慮  

した上で都道府県の判断により、各都道府県内の保健所及び当該患者  

が受診一入院する感染症指定医療機関及び結核病床を持つ医療機関、  

都道府県が病床の確保を依頼した医療機関（以下、協力医療機関）等に、  

下記の組成で作成したウイルス輸送培地（以下V丁目）を、分配供給すると  

ともに、適切な保管に関して指導し、適切な連携の下、培地の維持を  

図る。  

・VTMの組成：  

市販の細胞培養培地（MEM培地、199倍地など）またはPBSに最終濃度  

0．5％の8SA、ペニシリン（100－500∪／可）、ストレプトマイシン（100－500  

〟g／ml）、ゲンタマイシン（100〟g／mt）およびアンフォテリシンB（2  

〃g／ml）を添加する。  

・VTMはIiter単位で作製し、ろ過滅菌後に1－2mlづつ分注して40cまた  

は－200cで保管する。  

＊生理食塩水はpHが不安定となり、ウイルスを失活させることから使  

用不可。  

新型インフルエンザ専門家会議  
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3．臨床検体の種類と採取  
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血液   

③ 検体の採取  

A 病原体検出検査のための検体採取  

・新型インフルエンザの症状等を認める患者の場合：   

鼻腔吸引（ぬぐい）液、咽頭吸引（ぬぐい）液、気管吸引液、肺胞洗浄   

液のうち、鼻腔吸引（ぬぐい）液、咽頭ぬぐい液の採取が推奨される。   

（通常の季節性インフルエンザウイルスは鼻腔でよく増殖することか   

ら、咽頭ぬぐい液よりウイルス検出効率が高い）   

＊これらの検体は、ウイルス分離、PCRによる病原体の検出に使用さ  

れる。   

＊上記検体は再検査ができるように2検体採取し、予め感染症サーベ  

イランスシステム（NES用）疑い症例調査支援システムにおいて検査  

依頼票を2枚発行し、ラベルには同一患者からのものであることが  

わかるように、Nol．No2などの番号とともに添付、管理する。  

B 抗体検出検査のための採血  

・正確な感染診断を行うためには、急性期血清と回復期血清のベアサン   

プルを採取することが重要である。   

④検体採取時期   

検体の採取時期は正確な診断の成否を左右することから、適切な時期に  

行う必要がある。  

A 病原体検出用検体   

病原体検出用検体は、検体中にウイルス量が最も多い発症後1－4日目   

に採取することが推奨される。  

・遺伝子検出検査のみを行う場合も、発症後の早い時期の採取が推奨さ   

れる。（発症後10－14日目の検体でもPCRでは検出可能とされているが、多   

くの場合は陰性となるケースが多い。）  

8 抗体検出用の血清  

・抗体検出検査のため、急性期（発症後1週間以内）と回復期（発症後   

4週後）のペア血清を採取することが推奨される。   

⑤検体の保管   

適切に採取した検体であっても保管が不適切であれば、検体に含まれて   

いるウイルスや遺伝子が失活することから正確な診断ができなくなる。   

よって、検体の保管は重要な要素となる。  

Å ウイルス分離用検体の保管  

・短期間で検査可能な場合：検査が7日以内に行われる場合は冷蔵庫  

臨床検休の採取は、原則として当該患者が受診・入院する感染症指定   

医療機関及び結核病床を持つ医療機関、都道府県が病床の確保を依頼し   

た医療機関（以下、協力医療機関）等、感染対策を十分行う事のできる医   

療機関の医療従事者が行うこととする。  

患者の入院が予定され、受診医療機関から入院医療機関までの距離が   

遠い場合は、受診医療機関に保健所職員が出向き、検体を採取した上で、   

検体搬送と同時に患者を入院医療機関に搬送することも検討する。  

① 医療従事者の保護   

（参照：［医療施設における感染対策ガイドライン 4．医療機関におけ  

る部門別感染対策】）  

患者の診察や臨床検体を採取する医療従事者は、患者と濃厚接触するの  

で感染する機会が高い。よって、患者の咳やくしやみによる飛沫感染を防   

ぐための防護服（PPE）一式を装着することが必要である。  

・ガウン  

・手袋  

・ゴーグルまたはフェイスシールド  

・マスク（N95またはそれと同等レベル）  

・必要に応じてゴムエプロンおよぴゴム長靴の着用も考慮   

＊十分な防護装具なしに患者由来検体を取り扱った者は、健康観察や抗  

インフルエンザウイルス薬の予防投薬等を行う（詳細は「新型インフル  

エンザ積極的疫学調査ガイドライン」を参照のこと）。   

参照：HP国立感染症研究所 感染症情報センター  

鳥（H5日り・新型インフルエンザ（フェーズ3～5）対策における患者との接触   

に関するPPE（個人防護衣）について   

http：／／idsc．nih．gojp／disease／inf］uenza／05Dandemic．html  

② 検体の種類   

ア）病原体検出及び遺伝子検査のための検体  

鼻腔吸引（ぬぐい）液、咽頭吸引（ぬぐい）液、気管吸引液、肺胞  

洗浄液他   

イ）抗体検出のための検体  

－137－  ＿1只只＿   



疑い症例調査支援システムから自動的に発番される。（「疑い症例調査支  

援システム」マニュアル参照）  

（4℃）に保管する。輸送時も凍結せずに40cを維持する。  

・検査までに時間を要する場合：7日以上の日数を要する場合は一了00c以   

下の冷凍庫で保管する。輸送時はドライアイス詰めにして凍結状態を   

維持する。  

＊室温や－200cでの保管は短期間であっても厳禁である。  

B 遺伝子検出用検体の保管  

・PCRによる遺伝子検出用検体の保管は－了00c以下が強く推奨される。（短   

時間であれば－200cまたは40cでの保管も可能である。）  

C 検体輸送培地  

・患者から滅菌綿棒で採取したぬぐい液検体はト2mlのウイルス輸送培   

地（VTM）に浸し、棒部分を折り曲げて捨て綿球部分がV丁目に浸ってい   

る状態にする。  

・VTMは、ろ過滅菌後にl－2mLづつ分注して40cまたは－20Dcで保管する。   

生理食塩水はpHが不安定となり、ウイルスを失活させることから使用  

不可。  

D 抗体検出用の血碍の保管  

・血清サンプルの保管は－700c以下および－200cが推奨されるが、短期間   

は40cでの保管も可能である。   

（むラベリング   

検体に添付するラベルに記載される情報は、感染症サーベイランスシス  

テム「疑い症例調査支援システム」に登録される情報と符合していなけれ  

ばならない。よって、以下の点に留意したラベリングをする。   

・早期対応戦略停止するまで感染症サーベイランスシステム（NESID）疑   

い症例調査支援システムを用いて検査登録、検査依頼、検査結果の登   

録を行うこと  

・検体には必ず保健所が持参する感染症サーベイランスシステム   

（NE引D）疑い症例調査支援システムから発効される検査依頬票をつけ   

ること。また、感染症発生動向調査病原体サーベイランスの添付文書  

も添付すること。  

・運用上の詳細はサーベイランスガイドラインの疑い症例調査支援シス  

テムを参照すること  

・早期対応戦略停止後、サーベイランスガイドラインのパンデミック時  

ウイルス学的サーベイランスにしたがって運用すること  

ラベリング：  

・lD番号、検体の種類、採取日、患者イニシアル等の情報は必要であり、  

4．検体の輸送  

患者から採取した臨床検体はカテゴリーB扱いとなる。検体を検査機関  

へ輸送する際は、検体を入れた容器が破損しても外に漏れ出さないように  

3層構造でなければならない。  

・輸送時の温度は、検体を保管していた温度が維持されなければならな  

い。（3．④検体の保管の項を参照）  

・輸送時の3層容器の基準や外箱の表記法および輸送手段については、  

冊0の「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス」2005年9月版、  

日本語監修国立感染症研究所2006年  

（http：〝ⅣⅣW．∩刷osafety／transportation／g山dance 

transport．pdf）を参照。なお、国内における病原休および検体の輸送  

の詳細については、別途定められる予定である。  

5．消毒と交差汚染の防止  

患者から検体採取後に医療従事者および採取現場の適切な消毒は、医療  

従事者への感染防止ならびに院内感染の防止や交叉汚染の防止のために  

実施されなければならない。  

消毒剤および消毒法については、［医療施設における感染対策ガイドラ  

イン 付表1 新型インフルエンザウイルスの消毒］を参照する。  

6．検査体制の流れ （別添参照）   

現時点においては、インフルエンザ（H5Nl）に関するガイドラインーフ   

ェーズ3一に示した検査体制に準じるが、新型インフルエンザの発生した段階   

で新たに症例定義を設け、診断方法や体制を見直し、また、ある程度の症例経   

験を重ね、知見が積み上がった段階で検査体制を適宜見直すこととする。  

患者から採取した検体の検査は、地方衛生研究所で行い、必要に応じて民間の検   

査機関の活用も考慮する。  
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戸芦  

（別添）  

検査体制一検査の流れ－   
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新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン（案）  

1．目的   

ワクチンは、新型インフルエンザが流行した場合の感染拡大防止に、有効な  

手段の一つとして期待されている。我が国においては、平成17年11月に策定  

した「新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき、新型インフルエンザ発生  

の初期対応として、医療従事者、社会機能維持者等を対象とした緊急的なワク  

チン接種が可能となるよう、プレパンデミックワクチン原液の製造t備蓄を行  

うこととしている※。   

「新型インフルエンザ対策行動計画」ではワクチンについて、「パンデミッ  

クワクチンの供給がなされるまでの間、状況に応じ、医療従事者及び社会機能  

維持者等を対象に、本人の同意の上でプレバンデミックワクチンの接種を検  

討」「／くンデミックワクチンが製造され次第、希望者への接種を開始する。供  

給量に一定の限界がある場合の優先接種者は、医療従事者、社会機能維持者、  

医学的ハイリスク者等を含め、具体的に列挙」としている。   

本ガイドラインは新型インフルエンザワクチンの接種対象者、接種優先順位、  

及び接種実施方法（接種場所、人員等）等、ワクチンの接種体制について記述   

し、国や地方自治体、医療従事者、ワクチンメーカーなどが新型インフルエン  

ザのフェーズ4以降の状況に確実に対応できるようにすることを目的とする。  

※平成18年庚申にHA抗原圭15〃g、2回接種を1人分として約1000万人分の  

プレパンデミックワクチンの原液を備蓄。（平成19年3月○日現在）  

2．新型インフルエンザワクチンの種類   

（1）プレパンデミックワクチン  

新型インフルエンザウイルスが高い確率でとトーヒト感染を起こす以前   

に、鳥－ヒト感染の患者または鳥から分離されたウイルスを基に製造される   

ワクチン（現在はH5Nl亜型を用いて製造）。  

新型インフルエンザの発生段階で迅速にパンデミックワクチンの生産に   

取り掛かれるように、薬事承認のためのデータ作成等にプロトタイプとな  

るワクチンとして用いるほか、パンデミックワクチンの供給がなされるま   

での間やパンデミックワクチンの製造量に一定の限界がある場合などに用  

いることを想定している。  

（案）   

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ ワ ク チ ン   

接 種 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン  

新型インフルエンザ専門家会議  
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（2）パンデミックワクチン  

ヒトーヒト感染を生じたウイルス又はこれと同じ抗原性をもつウイルス   

を基に製造されるワクチン。  

新型インフルエンザが発生し、ウイルス分離後に製造され、その供給体   

制が整ってから接種されることになる。なお、新型インフルエンザの発生   

時期によっては、通常のインフルエンザワクチン製造時期とも関連して、   

パンデミックワクチンの資材（鶏卵等）の確保から製造の終7まで概ね】年   

程度の期間を要する。  

3．ワクチン接種の基本方針   

フェーズ4A以降   

○ 海外でヒトーヒト感染が発生し、WHOがフェーズ4主音をした時点で、  

厚生労働省は備蓄されているプレ／くンデミックワクチンの接種を、医療  

従事者及び社会機能維持者に限定して開始することの是非及び接種対象  

者の範囲並びに優先順位等について本専門家会言義の意見を聴いた上で判  

断し、接種可能なワクチンの量、接種対象者の範囲並びに優先順位を考  

慮し、接種を開始する。その際、備蓄してあるプレ／くンデミックワクチ  

ンの原液を接種可能な状態にするまで1～2ケ月を要するため、すでに  

国内発生が見られるフェーズ4Bから接種を開始するのでは対応が遅れ  

るおそれがあることに注意すべきである。   

○ 鶏卵等ワクチンの製造に必要な資材の確保を開始し、新型インフルエン  

ザの分離ウイルス株を特定後、パンデミックワクチンの生産を開始する。  

また、WHO協力センター等からのワクチン製造候補株の輸出入を迅速  

に行う。そのために、フェーズ3の段階から関係省庁は連携体制を確立  

しておく必要がある。   

○ ′くンデミックワクチンの生産が、通常期インフルエンザワクチンの生産  

時期に重なる場合には、通常期インフルエンザワクチンが製造できなく  

なることによる影響の評価等を含め、本専門家会議の意見を聴き、製造  

ラインを直ちに中断して新型インフルエンザワクチンに切り替えるかど  

うか決定する。   

○／くンデミックワクチンの製造量に一定の限界がある場合には、医療従事  

者及び社会機能維持者等を対象に、そのうち新型インフルエンザに感染  

するおそれが高いと考えられる着から順に、本人の同意の上で接種を行  

う。なお、ヒトーヒト感染を起こすウイルスの感染予防にプレ′くンデミ  

ックワクチンが有効であり、／〈ンデミックワクチンの追加接種の必要性  

がないことが期待される場合には、すでにプレパンデミックワクチンを  

接種している医療従事者■社会機能維持者等はパンデミックワクチン接  

種の対象から外れる場合もある。   

○ 新型インフルエンザの発生状況に応じて、ワクチンの追加需要の見通し  

を定め、パンデミックワクチン（抗原性や開発状況などによっては、プ  

レパンデミックワクチン）の生産追加を検討する。   

○ 接種の開始に伴い、ワクチンの有効性の評価、副反応情報の収集分析を  

行う。   

○ バンデミックワクチンについて、逐次ウイルス株の見直しを行い、より  

有効性が高いと思われる株を選定し、開発・製造を行う。   

仰の実施体制  

（1）接種対象者  

バンデミックワクチンの供給体制が整うまでの間、限られた資材の中で  

国民の生命や生活を守るために、緊急的に医療従事者及び社会機能維持者  

等に対して接種する。接種にあたっては、対象者が実際に従事する業務内  

容、地域等を踏まえ、新型インフルエンザに感染する危険性が高いと考え  

られる青から順に、本人の同意を得た上で接種を行う。なお、新型インフ  

ルエンザは人類が未だ経験したことのない感染症であり、プレ／くンデミッ  

クワクチンの有効性、安全性については不確実な要素もあることに留意す  

る必要がある。  

新型インフルエンザの流行の波は複数回あると考えられており、1つの  

波の流行期聞は約2ケ月間続くと考えられている。その2ケ月間機能停止  

することで国民生活や社会機能が破綻するおそれがあるものを医療従事者  

及び社会機能維持者の対象とする。  

1）僻ために最低限必要  
な職員）  

考ネ方：機能低下を来した場合、問割こ支障を来すもの  

畢療従事者、救急隊員、医薬品製造販売業者等  

（注）上記酬釆の職員、  

救急隊員等新里インフルエンザ患者昼早期lこ直接接触する可能性  

のある者は感染の危険性が高いため、優先して接種の対象となる。  

瑚必  

要な職員ト  

①治安維蛙  
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考左左⊥遡監低王五里麺  

をいもの  追随；廟捜  
庁及び各都道府県が接種実施計画を作成するための指針を策定する。   

2）各省庁及び各都道府県はこの指針を事業者等に示し、事業者等は医  

療従事者と社会機能維持者に該当する職種及び業種とその接種対象  

者数を各省庁及び各都道府県に提出する。その際、該当する職種及び  

業種の実際の業務内容、該当すると思われる理由も併せて提出する0   

3）各省庁及び各都道府県は提出された接種対象者数等について、厚生  
労働省が定めた指針に基づいているかどうかを確認した上で、接種対  

象者の総数、接種予定場所及び接種予定場所毎の数等も付記し、接種  

実施計画とともに厚生労働省に報告する。   

4）厚生労働省は各省庁及び各都道府県からの報告を基に接種対象者の  

範囲並びに優先順位について方針を決定する。各省庁及び各都道府県  

は厚生労働省の方針に基づき、報告した内容に変更の必要があれば変  

更を加え、厚生労働省に報告する。  

フェーズ4A以降の対応  

1）厚生労働省は専門家会議を開き、意見を聴いた上で、供給及び接種体  

制について再度検討し、具体的な実施方法を早急に決定する0   

2）厚生労働省が決定した具体的な実施方法の提示を受け、各省庁及び都  

道府県は医療従事者及び社会機能維持者に該当する者に対し、事業者  

等毎に予診票と接種案内状を送付し、又は市町村に送付を依頼する。   

3）厚生労働省は各省庁及び各都道府県のワクチンの必要数に応じ・卸等  

を通じて接種場所に段階的に配送する。ワクチンの保管場所について  

は非公開とし、ワクチンの輸送保管にかかる安全管理のために警備を  

配置する。  

（3）接種場所   

○ 接種は原則として集団接種により行う。接種は都道府県が主体的に行  

い、市町村の協力も得て保健所や市町村保健センター等を利用する。   

○ 医療機関が自らの従事者に対して接種を行う場合には、当該医療機関  

にて接種を行う。また、社会機能維持者においては、当該事業所内に診  

療行為が可能な施設が存在する場合には、当該事業所内で接種を行うロ  

なお、保健所や市町村保健センター等で接種を行わない場合は、所管の  

都道府県と相談の上、接種に適した環境をあらかじめ整えておく。   

（4）接種人員、接種用具   

国の関係機関及び各都道府県は医師会に協力を要請し、集団接種におけ  

乳ライフライン関係  

書主克二咤位低下王乳した楓貪、蚤低醍咽堅塁三着かさ   

畳如畳」蚕卸事業鼓   

隻  

空きないも¢  

料販売関係者  

j」国璽！拙≧芸巴廷辺危恕菅笠l；鞘＿之．ミ一重  
考え方：機能低下む如  

卓ないもの  

国会謹員、地方語会議員、都道府県粗  

蜘適量  

町村長、国家公務員・地  

ぷ圭」卸痴所職員、入国管理局職員 、税関職員、過  

疲過払聖インフルエンザ患者lこ早期lニ酌超  
絶ヨニ亘可鹿†皇が壱メ＿」恩染旦環隠浩が匙・、ため」度量⊥・ぷ睾！如）  

里象となる巨   

盈 

毛亘左∴艶能盟千旦皇⊥た現宣、＿憤幸呈否定1こ山一辻地心主ニー皇な  
邑も旦   

鮭蔓機関、重要なネット脚注   

⑤輸送  

車主立二．電気二却こせさ：眉虹・宜組としエゴ…ユ：ロ乏土k皇絶皆壬j  

た柳こ必要な物資を搬送する重   

鎮逼塞も＿道路汲む呈勤運送塞畳工虚空塵粗真書 ユ水蓮泉重責  

（2）供給及び接種体制   

事前準備  

1）厚生労働省は、専門家や関係省庁の意見を聞いた上で、医療従事者  
と社会機能維持者に該当すると考えられる職種及び業種を定め、各省  
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る接種医師や接種用具の確保に努める。また、ワクチンの配送・接種時に  

は安全の確保のために、警備を配置する。  ○高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合（高齢者より  

も医学的ハイリスク者の方が、成人よりも小児の方が重症化しやすいと  

仮定）  

①医学的ハイリスク者 ②高齢者 ③小児 ④成人  

2）我が国の将来を守ることに重点を置いた場合   

○成人・若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合※（成  

人よりも医学的ハイリスク者の方が、小児よりも成人の方が重症化しや  

すいと仮定）  

①小児 ②医学的ハイリスク者 ③成人 ④高齢者  

○高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合（高齢者より  

も医学的ハイリスク者の方が、成人よりも小児の方が重症化しやすいと  

仮定）  

①小児 ②医学的ハイリスク者 ③高齢者 ④成人  

※1918年に流行したスペイン風邪では、成人・若年者での重篤例が多くみられ、今  

回のベトナムやインドネシアにおける楠Nl型インフルエンザウイルスのヒト感染   

例でも、成人・若年者での重篤例が多く報告盲れている。  

（2）供給及び接種体制   

1）厚生労働省は、パンデミックワクチンが製造されている間lこ、実際lこ  
流行している新型インフルエンザウイルスの性質に基づき、専門家の意  

見を聞いた上で、医学的ハイリスク者、高齢者、成人、小児の群の接種  

順位と具体的な実施方法を決定する。 

2）瑚、  

ら報告された人数と医療従事者及び社会機能維持者等の数を合計して  

厚生労働省に報告する。各省庁はプレ′Pデミックワクチンの対象者と  

して卿こ変更があれば、再び  

厚生労働省に報告する。   

3）バンデミックワクチンが製造され次第、各省庁及び都道府県並びlこ市  
町村は接種対象者に対し、予診票と接種案内状を送付する。   

4）厚生労働省は各省庁及び各都道府県が報告したワクチンの必要数lこ応  

じ、卿こ  

ついては非公開とし、ワクチンの輸送保管にかかる安全管理のために警  

5，パンデミックワクチンの実施体制  

（1）接種対象者  

対象は全国民であるが、／くンデミックワクチンの製造量に一定の限界が  

ある段階においては、まず医療従事者及び社会機能維持者等のうち、新型  

インフルエンザに感染するおそれが高いと考えられる者から順に、本人の  

同意の上で接種を行う。なお、ヒトーヒト感染を起こすウイルスの感染予  

防にプレパンデミックワクチンが有効であり、バンデミックワクチンの追  

加接種の必要性がないことが期待される場合には、すでにプレ′くンデミッ   

クワクチンを接種している医療従事者・社会機能維持者等はパンデミック  

ワクチンの対象から外れる場合もある。  

それ以外の対象者については以下の4つの群に分ける。そして新型イン  

フルエンザによる死亡者数を最小限にするという考え方を原則とするが、  

我が国の将来を守ることに重点を置くという考え方もあるので、こうした  

点も含めてウイルスのタイプに応じ、接種の優先順位を検討する。ただし、  

実際流行する新型インフルエンザウイルスの性質によって、順番の変化は  

ありうる。  

一医学的ハイリスク者：呼吸器疾患、心臓血管系疾患を有する者等、発症  

することにより重症化するリスクが高いと考えら  

れる者   

・小児：我が国の将来を担う群   

・成人：社会機能を維持するために重要な群（本項の前段に記載した医療  

従事者及び社会機能維持者等を除く一般の成人）   

・高齢者：ウイルスに感染することによって重症化するリスクが高いと考  

えられる群  

1）新型インフルエンザによる重症化、死亡を可能な限り抑えることに重点  

を置いた場合  

○成人・若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合※（成  

人よりも医学的ハイリスク者の方が、小児よりも成人の方が重症化しや  

すいと仮定）  

①医学的ハイリスク者 ②成人 ③小児 ④高齢者  
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・医師は、予診票に記載された内容について十分に確認を行い、当日の体   

調、予防接種が不適当又は接種要注意者に該当する基礎疾患の有無lこつ   

いて特に留意する  

■ 十分に診察し、その所見を適切に記録する  

・問診、診察等の結果をもとに、医師は接種の可否を判断する  

・問診、診察の結果により接種不適当者と判断された者（有症者控室に誘   

導された者を除く）については、その理由及び次の接種予定日等（長期   

間にわたって接種不適当である者を除く）を十分に説明し、必要な注意   

事項を説明して帰宅させる  

・当日の接種が可能と判断された接種対象者は、更に質問があれば接種前   

に済ませる  

・問診・診察医は、接種対象者の意思を確認し、明示の同意が得られた場   

合に同意書に記入するよう指導する  

・接種医師は、接種可能の書類を確認の上、接種を実施する   

※ 体温測定、聞き取り等で発熱、呼吸器症状等の症状を認めた者は、有症   

者として、有症状控室に誘導し、医師による診察を行う  

※ 問診及び診察により、新型インフルエンザが疑われた患者は、診断が可   

能な医療機関への移送を検討する  

※ 国内でヒトーヒト感染を認める場合、またその可能性がある場合には、   

その状況での必要性に応じて次のような感染予防策を行う  

※ 接種の実施にかかわる者は、必要に応じてマスクtゴーグル・ガウンな   

どを使用し、適切な感染防護策を実施する  

凰を配置する。   

（3）接種場所   

○ 接種は原則として集団接種により行う○接種は市町村が主体的に行い・  

都道府県の協力も得て保健所や市町村保健センター等を利用する。なお、  

医療従事者及び社会機能維持者に対して接種する場合は都道府県が主  

体的に接種を行う。   

○ 医療機関が自らの従事者に対して接種を行う場合には、当該医療機関  
にて接種を行う。また、社会機能維持者においては、当該事業所内に診  

療行為が可能な施設が存在する場合には、当該事業所内で接種を行う0  

なお、保健所や市町村保健センター等で接種を行わない場合は、所管の  

都道府県と相談の上、接種に適した環境をあらかじめ整えておく0   

（4）接種人員、接種用具  

国の関係機関及び各自治体は医師会に協力を要請し、集団接種における   

接種医師や接種用具の確保に努める。また、ワクチンの配送・接種時には   

安全の確保のために、警備を配置する。   

6．接種場所における予防接種の実施   

・接種場所には予防接種直後のショックなどの発生に対応するために必要  

な薬品■器具などを準備しておく。   

・接種場所の入り口に受付を設置し、あらかじめ作成した予防接種台帳に  

ょり、接種対象者であるかを確認する。また、新型インフルエンザ患者  
との接触歴について確認を行う   

・予防接種実施にあたっての体温測定は接種直前に行うことが必要である  

ため、受付に体温計を準備し、全員、体温測定を行う。（この際に、明ら  

かな発熱を有する者（37．50c以上）は有症者控室に誘導し、その後の指  

導を行う）   

・発熱がないことが明らかな者については、診察待機場所に入場を許可す  

る。入場時、接種対象者に、ワクチンの有効性、副反応、牒種の実施方  
法等に関しての説明文を配布し、医師の診察までの間に読むように指示  

する。必要に応じて、接種前に接種希望者を集めた説明会を開催する等、  

当該時点で把握している情報について十分に被接種者に情報提供するよ  

うに努める。また、予診票を配布し、医師の診察までに記入するように  

指導する。接種に際して質問がある場合は、可能な限り、待機している  

問に済ませる。  

7．ワクチン接種後の副反応、副反応の報告制度   

・接種終了後は、観察ブースに移動し、少なくとも30分間は、アナフィ  

ラキシー・ショック等の重篤な副反応について、注意深く観察する   
・体調に変化がないことを確認した後に、接種後の注意について説明書を  

手渡した上で、帰宅させる（説明書には、ワクチンによる副反応と思わ  

れる症状を認めた場合の対処法、手続きの方法などを記載しておく）   

・一部の接種者については、健康状況調査票を配布し、接種後1か月の健  

康状況について観察し、医療従事者及び社会機能維持者の接種者は所管  

の都道府県に、その他の接種者は所管の市町村に返送するよう依頼する。  

都道府県及び市町村はあらかじめ、返送用の封筒と健康状況調査票を必  

要枚数準備しておく  
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■，千  

帰宅後、心配な症状を認めた場合は、速やかに接種医あるいは所管の都  

道府県又は市町村等に連絡がとれるように連絡先を接種者に明示してお  

く  

接種者が当該ワクチンによる副反応と思われる症状を自覚した場合は、  

速やかに医療機関を受診するとともに、所管の都道府県又は市町村に連  

絡する  

当該ワクチンによる副反応が疑われる被接種者を診察した医師は、速や  

かに予防接種後副反応報告書を所管の都道府県又は市町村に提出する  

その副反応が重篤であると判断された場合は、診察した医師は予防接種  

後副反応報告書の記載・送付とともに、迅速性を担保するためNESIDシ  

ステム（症候群サーベイランスシステム）等を用いて、速やかに報告を  

行う  

副反応報告書を受け取った都道府県及び市町村は、緊急を要する副反応  

かどうかの判断を行い、緊急を要する場合は、直ちに厚生労働省に報告  

書を送付する   

報告を受けた都道府県、厚生労働省は、その内容に応じて専門家会議を  

招集して意見を聴き、必要な場合には、速やかに対応措置を実施する  

8．予防接種の評価   

・l卿自治体の協力を得て、ワクチン接種  

者の佃液検査を行い、  

ウイルス株に対御許価する  

卿＼ては、普遍性を担保するため、限定した地域  

から選出しないようにす冬  
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